
１００ 

 

議第３０号 

 

   権利の放棄について 

 

高山市中小企業設備近代化資金の貸付金の未収金について、別紙のとおり権利を放棄したいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１０号の規定により議決を求める。 

 

  平成２６年３月３日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 高山市中小企業設備近代化資金の貸付金に係る債権を放棄しようとする。 

 



１　放棄する権利の内容

　　高山市中小企業設備近代化資金の貸付金に係る債権

住所又は所在地 氏名又は法人名

昭和５４年度 ２６７，５００

昭和５４年度 ４６５，０００ 解　散

平成５年度 １，１５５，０００ 自己破産

計 ３件

２　権利放棄の金額等

債　　務　　者
権利放棄の理由貸付年度

１，８８７，５００

金　額　(円)

解　散


